
三重県国際水準ＧＡＰ推進方針 2030 
  

令和６年３月 

農産物安全・流通課                                  

１．ＧＡＰ推進方針 2030の策定にあたって 

・三重県では、平成 29 年に「三重県における農産物のＧＡＰ推進方針」を策定し、「東

京 2020 大会の食材採用とその後の国内取引や海外輸出の拡大が有利に進められるよう、

ＧＡＰ推進の目標や具体的な活動・推進方法等を示して、その実現に向けて関係者が

連携して取組み、ＧＡＰ認証取得件数の拡大やＧＡＰ推進指導員の確保・育成などに

ついて一定の成果を上げてきました。 

・一方、国においては、ＧＡＰのさらなる取組拡大に向けて、2030 年までにほぼ全ての

国内産地で国際水準ＧＡＰを実施することを目標に掲げ、産地や部会を単位とする団

体での国際水準ＧＡＰの実践・認証取得に向けた取組を重点的に進める方向としてい

ます。 

・こうした国の動向やＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への世界的な関心の高まりをふ

まえ、「県内における国際水準ＧＡＰの面的な取組拡大」、「ＧＡＰの実践指導を行う人

材の確保・育成」、「ＧＡＰの認知度向上による実需者等の理解の促進」の取組を一体

的に推進することにより、ＳＤＧｓの達成に貢献する安全な県産農産物の安定供給に

つなげることを目的として、新たに「三重県国際水準ＧＡＰ推進方針 2030」（以下、

「推進方針」という。）を策定します。 

 

２．これまでの取組内容 

（１）販路拡大に向けた取組 

 ・東京 2020 大会を契機とした国内外での販路拡大をめざして、東京 2020 大会の食材

調達基準に位置付けられた国際水準ＧＡＰ認証を取得した農産物等を中心に、情報

発信力の強い首都圏のラグジュアリーホテル等を主なターゲットにしてプロモーシ

ョンなどを重点的に進めました。 

 ・県内外のバイヤーを招聘した商談会を開催し、ＧＡＰ認証取得者と実需者によるマ

ッチング機会の創出にも努めてきた結果、一定の取引件数の拡大につなげました。

また、県内ＧＡＰ認証農産物カタログを作成し、実需者等に対して積極的な情報発

信を行いました。 

 

（２）ＧＡＰの指導体制強化の取組 

 ・農業者のＧＡＰに対する理解の促進並びにＧＡＰ認証取得等に係る農業経営体から 

  の支援要請などに的確に応えるため、普及指導員や営農指導員などを対象としたＧ 

ＡＰ基礎研修等を実施し、217名のＧＡＰ推進指導員を確保・育成しました。 

・県域の県ＧＡＰ推進チーム、各農林事務所に地域ＧＡＰ推進チームをそれぞれ設置

し、関係者の連携のもとに指導体制を強化した結果、国際水準のＧＡＰ認証取得件

数は、令和４年度末に 105件まで拡大しました。 

・ＧＡＰの効果を「見える化」するため、ＧＡＰ認証を取得した農業経営体を対象に、

県研究機関が経営改善の効果を調査しました。また、調査結果などをふまえた「Ｇ

ＡＰ取組状況チェックシート」を開発し、ＧＡＰ推進指導員等が生産現場でのＧＡ

Ｐ推進指導に有効活用しています。 

 



（３）国際水準ＧＡＰの実践・認証取得に向けた取組 

 ・農業者・団体に対する国際水準ＧＡＰ認証取得や実践に関する支援を行った結果、

本県における認証取得数・農場数については、令和４年度末に 105件・264農場まで

拡大しました。 

・東京 2020 大会に向けて、三重県ガイドラインＧＡＰ認証制度に基づく県産農産物の

ＧＡＰ認証を行うとともに、令和３年度には本認証制度に代わる「三重国際水準Ｇ

ＡＰ支援制度」を新たに創設し、国際水準ＧＡＰの基準書に基づく農業者・団体の

取組を支援しました。 

 

（４）産地における取組 

 ・県内の主要な農作物産地（109 産地）において、ＧＡＰに基づく「経営改善チェッ

クリスト」（30項目程度）を活用したＧＡＰの実践を推進しました。 

・ＪＡグループや農協組織と連携し、産地や部会を単位とした団体認証の取組を進め

た結果、茶を生産する２団体での団体認証の新規取得につなげるとともに、団体認

証の取得によるコスト削減にも寄与しました。 

 

（５）教育機関における取組 

 ・将来の三重県農業を担う若者等に対するＧＡＰ学習を推進するため、農業大学校や 

  農業高校におけるＧＡＰ教育のカリキュラム化やＧＡＰ認証取得の取組を引き続き 

  支援してきました。 

 ・農業大学校（トマト、きゅうり）と県立農業高校５校（米、茶、日本なし、ぶどう、 

  かき、まこもたけ、イチゴ）において、国際水準ＧＡＰの認証を取得し、令和３年 

  度には、米において GLOBALGAPの認証を取得しています。 

 

（６）ＧＡＰの認知度を高める取組 

・消費者等のＧＡＰに対する理解促進並びに認知度向上を図るため、啓発パンフレッ

トの作成・配布、新聞広告への情報掲載を行いＰＲに努めました。 

・県内の量販店等でのＰＲ、レストラン等でのＧＡＰフェア等の開催などにも積極的

に取り組み、県産ＧＡＰ認証農産物の価値や魅力を消費者に訴求しました。 

・将来に食に関連する職業に就く可能性がある学生を対象に、ＧＡＰに関する出前講

座を行いました。 

 

３．情勢の変化 

国内にＧＡＰが導入されて10 年以上が経過し、ＧＡＰを取り巻く情勢は大きく変化

しています。 

  具体的には、 

 ・国産農林水産物の輸出が拡大するなか、輸出に際しては輸出先国や取引企業からＧ

ＡＰの取組を求められることがあり、こうした動きは今後さらに加速していくもの

と考えられること。 

 ・近年では、国際的に労働者の人権保護に配慮した原料調達が取引先から求められる

ほか、国内でも外国人材の受け入れにおける労働関係法令等の遵守や労働環境への

配慮などが重要となっていること。 

 ・農業における情報通信技術の導入が進み、ロボット、ＡＩ、ＩｏＴなど先端技術を

活用して、超省力・高品質生産を実現するスマート農業の社会実装が現実のものと



なり、国は 2025 年までに農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践す

ることを目標に、その導入を推進していること。 

 ・国が策定した「ＳＤＧｓアクションプラン」における農業分野の取組の一つとして

ＧＡＰの拡大・推進が盛り込まれていること。 

 ・令和４年５月に「みどりの食料システム法」が施行され、同法に基づき令和５年３

月に県が策定した「環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」の推進を

図るうえでも、環境負荷低減と生産性向上などにつながるＧＡＰの取組推進が効果

的であること。 

 などがあり、こうした情勢の変化をふまえつつ、県内での国際水準ＧＡＰのさらなる 

推進を図る必要性が一層高まっています。 
 
４．2030年に向けた課題 

・これまでの取組をふまえた 2030年に向けた課題は次のとおりです。 

①個々の農業経営体による国際水準ＧＡＰの実践・認証取得は一定程度進みましたが、

部会等による団体での取組みは遅れている状況のため、県及び地域のＧＡＰ推進チ

ームが相互に連携した推進体制をさらに強化し、部会組織や産地を中心に国際水準

ＧＡＰの実践・認証取得の面的拡大を図っていくことが必要です。 

②今後 10 年間で、50 才代のＧＡＰ推進指導員が大量に退職していく見込みであるた

め、中堅・若年層を中心とした普及指導員や営農指導員等をＧＡＰ推進指導員とし

て計画的かつ効果的に確保・育成していく必要があります。 

③将来の農業者や地域リーダーとなる若者たちが、早い時期からＧＡＰを学び、実践

できる環境を引き続き整備することが必要です。また、農業高校でのＧＡＰ学習の

効率化を進めるためのオンラインツールの有効活用が求められています。 

④ＧＡＰに対する消費者の認知度は依然として低いことから、国が登録するＧＡＰパ

ートナーや実需者等との連携を強化しながら、消費者に対する効果的なプロモーシ

ョン活動を展開していくことが必要です。 

また、県産ＧＡＰ認証農産物の流通拡大に向けて、農業者・団体と食品関連事業者

によるマッチング機会の確保が必要です。 
  
５．推進方針 2030の基本的な考え方 

・推進方針 2030 では、これまでの取組や課題をふまえ、以下の基本的な考え方にもとづ

く取組を進めていきます。 

①県ＧＡＰ推進チームと地域ＧＡＰ推進チームが相互に連携した推進体制をさらに強

化し、部会組織や産地を中心に、国際水準ＧＡＰの実践・認証取得に関する支援活

動を積極的に展開し、ＧＡＰに関する取組みの輪の面的拡大を図っていきます。 

②中堅・若年層を中心とした普及指導員や営農指導員、生産者等を対象としたＧＡＰ

指導員養成研修等を実施し、ＧＡＰ推進指導員の計画的かつ効果的に確保・育成し

ていきます。 

③将来の農業者や地域リーダーとなる若者たちが、早い時期からＧＡＰを学び、実践

できる環境を整備するため、農業高校や農業大学校における国際水準ＧＡＰ認証を

維持・更新し、経営感覚に優れた次世代農業者等の育成にもつなげていきます。 

④国が登録するＧＡＰパートナーや実需者等と連携し、県産ＧＡＰ認証農産物をＰＲ

するためのフェア等を開催するとともに、ＧＡＰに取組むことで生産基盤が強化さ

れた農業者・団体と食品関連事業者とのマッチングの機会を創出し、ＧＡＰ認証農

産物の認知度向上や流通拡大にもつなげていきます。 



６．数値目標 

 「５．推進方針 2030 の基本的な考え方」に位置付けた取組を的確にマネジメントして

いくため、次の４つの目標を設定します。 

数値目標 数値目標の説明 

国際水準ＧＡＰの認証

取得・実践する農場数 

国際水準ＧＡＰの認証を取得した農場数および三重県国際
水準ＧＡＰ支援制度による支援を受けた農場数、 
国際水準ＧＡＰの基準書に準じた取組を継続的に実践して
いる農場数 

現状値 

令和５（2023）年度 

目標値 

令和１２（2030）年度 

  ２２６農場（1月末）  ２５４農場 

 

 

数値目標 数値目標の説明 

国際水準ＧＡＰの重要

項目に取り組む生産者

組織数 

ＧＡＰに基づく「生産者自己点検チェックシート」(30 項

目程度)等を活用し、「食品安全」「労働安全」「環境保全」

「人権保護」「農場経営管理」の５分野にかかる取組を開

始した生産者組織数 

現状値 

令和５（2023）年度  

目標値 

令和１２（2030）年度 

－ 組織 ５６組織 

 

数値目標 数値目標の説明 

ＧＡＰ推進指導員の 

新規育成者数 

 

ＪＧＡＰ指導員基礎研修などの専門的な研修を受講し、Ｇ
ＡＰの啓発やその実践、認証取得に向けた指導を行う者
（県が定めた所定の条件を満たした者）の新規育成者数 

現状値 

令和５（2023）年度  

目標値 

令和１２（2030）年度 

  － 名 １１２名 

 

数値目標 数値目標の説明 

ＧＡＰ認証を活用した

新規取引件数 

ＧＡＰ認証（ＪＧＡＰ、ＡＳＩＡＧＡＰ、グローバルＧＡ
Ｐ）を活用した新規の取引件数 

現状値 

令和５（2023）年度 

目標値 

令和１２（2030）年度 

  － 件  ２１件 

 

７．具体的な推進方法 

・国際水準ＧＡＰの取組の普及拡大の加速化や認証取得・維持に向けた取組をより一層

推進・支援するとともに、ＧＡＰ実践指導を行うＧＡＰ推進指導員を確保・育成する



ため、普及指導員や営農指導員等がそのノウハウを取得する研修等を実施します。 

・さらに、ＧＡＰ認証を取得した農業経営体や産地等の取組が評価され、ＧＡＰ農産物

の認知度向上と流通拡大につながる取組を行います。 

 

（１）ＧＡＰの実践・認証取得の推進活動 

 ・農業経営体や産地に対する研修会等を通じて、ＧＡＰの取組の普及拡大を図るとと

もに、国際水準ＧＡＰ認証の取得・維持に取り組む生産者等に対して、きめ細かな

支援活動を引き続き実施します。 

・ＧＡＰに取り組む農業経営体のすそ野を広げるとともに、取組のレベルをさらに引 

  き上げていくため、ＪＡグループと連携して、ＧＡＰの取組状況チェックシートや 

  経営改善チェックリスト等の実践を推進します。 

 ・スマートフォンのアプリなどによるＧＡＰの取組データの記録・管理ツールの普及

推進を図り、デジタルデータの活用によるコスト低減や省力化などによる経営改善

の取組を支援します。 

 ・ＧＡＰの団体認証取得に向けた取組体制の構築を支援するとともに、輸出等をめざ 

す農業者等による認証取得経費の支援を行います。 

・ＧＡＰの認証取得はしないものの、実需者等からの取引要請に応じて迅速にＧＡＰ 

 認証が取得できるよう、「三重国際水準ＧＡＰ支援制度」により、ＧＡＰの実践レベ 

ルの維持に取り組む農業者・団体を支援します。 

 

（２）ＧＡＰの推進・指導体制の強化活動 

 ・県ＧＡＰ推進チームと地域ＧＡＰ推進チームが連携した推進体制をさらに強化し、 

   ＧＡＰ推進方針に基づく取組を戦略的かつ効果的に実施します。 

  ・県普及指導員及びＪＡ営農指導員等を対象としたＧＡＰ推進指導員研修や内部監査 

  員研修等を実施します。 

 ・県普及指導員を国の国際水準ガイドラインＧＡＰの研修等に派遣し、指導員を確保 

   育成します。 

 ・ＧＡＰ団体認証を支援できる指導員（県普及指導員等）の知識や技術レベルの向上 

  にむけて、民間団体等が行う各種研修に派遣します 

 

（３）次世代人材育成の強化活動 

 ・農業高校におけるＧＡＰ認証取得・維持のため、農業高校が行う自己点検や審査経

費の支援を行います。 

 ・国が開発した「ＧＡＰ導入支援ツール」(栽培管理記録等の効率的を支援するシステ

ム)をモデル的に導入し、農業高校でのＧＡＰ学習のさらなる効率化につなげます。 

 ・農業高校が行うＧＡＰの取組内容を広く情報発信し、農業高校生によるＧＡＰの取

組意欲を喚起します。 

 

（４）ＧＡＰの認知度向上及び認証農産物の流通拡大に向けた活動 

・県内の農業高校やＧＡＰパートナー等と連携し、ＧＡＰ農産物を活用した食材フェ

アの開催などのＧＡＰの認知度向上活動を行います。 

・県関係機関と協力しながら、ＧＡＰ認証取得者と実需者によるマッチングの機会を

確保し、ＧＡＰ認証農産物の流通拡大につなげます。 

・県内ＧＡＰ認証農産物カタログや認証農場を紹介するパンフレットなどを作成し、



実需者や消費者に対するＰＲ活動を行います。 

・県内大学と連携し、ＧＡＰ認証農産物のＰＲを行う出前授業を行います。 

・ＧＡＰ農産物に対する実需者ニーズの掘り起こし、農業経営体や農業関係団体等に

情報提供していくとともに、実需者とのマッチング機会の創出等に取り組み、認証

農産物の流通拡大を図ります。 

 

７．推進体制 

前記７の取組を進めるための体制については、次のとおりとします。 

（１）県推進体制 

・県庁内の関係部局を構成員とする「三重県ＧＡＰ推進チーム」を中心として、県内

の農業経営体や産地部会等への国際水準ＧＡＰ認証取得およびＧＡＰ実践の推進・

支援にかかる施策の展開等を検討します。 

・県、ＪＡグループ等の関係機関を構成員とする「三重県ＧＡＰ推進検討会」におい

て、関係機関が相互に連携を図りながら、総合的かつ効果的にＧＡＰ認証取得およ

びＧＡＰ実践などを推進する体制を強化します。 

・県、ＪＡグループ、ＧＡＰパートナー等が連携し、県産ＧＡＰ認証農産物の認知度

向上を図るためのプロモーションの推進体制を充実させていきます。 

 

（２）地域推進体制 

・引き続き、市町、ＪＡ等の関係機関を構成員とする「地域ＧＡＰ推進チーム」が中

心となり、地域における農業経営体や産地部会等へのＧＡＰ認証取得およびＧＡＰ

実践を推進・支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．推進期間 

 令和６年度から令和 12年度まで 

・本方針の推進期間については、「みえの元気プラン」、「三重県食を担う農業・農村

の活性化に関する基本計画」などをふまえ、令和６年度から令和 12年度までと

し、社会経済情勢の変化や地域の取組状況等を考慮しつつ、適宜、必要な見直し

を行うものとします。 

 

農産物安全・流通課 


